
 

平成２５年２月２８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

平成●●年（○○）第●●号 損害賠償等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年１２月２５日 

 

判     決 

原告     Ｘ 

被告     国 

 

       主     文 

１ 被告は、原告に対し、７０６９万３３５０円及びうち３７１５万３５５９円

に対する平成２２年８月１２日から、うち３３５３万９７９１円に対する平成

２４年１０月２７日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は、これを１０分し、その９を被告の負担とし、その余を原告の負

担とする。 

４ この判決の第１項は、本判決が被告に送達された日から１４日を経過したと

きは、仮に執行することができる。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 当事者の求めた裁判 

１ 請求の趣旨 

（１）被告は、原告に対し、７０８６万３１１９円及びうち別表１－１の「発生

した過払額又は損害額」欄記載の各金員（ただし、「支払日平成２１年８月

２８日」の欄の金額は、２５１４万５１６１円である。）に対する「支払日」

欄記載の各日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

（２）訴訟費用は、被告の負担とする。 
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（３）仮執行宣言 

２ 請求の趣旨に対する答弁 

（１）原告の請求を棄却する。 

（２）訴訟費用は、原告の負担とする。 

（３）仮執行宣言が付された場合 

ア 担保を条件とする仮執行免脱宣言 

イ その執行開始時を判決が被告に送達された後１４日経過した時とするこ

と 

第２ 事案の概要 

本件は、原告が、自己の所有する賃貸用マンションの敷地となっている亡父

遺産の土地について、亡父の相続税を納付するため、他の共同相続人とともに、

これを被告に物納した際、上記マンション所有のため被告から同土地を借り受

ける必要があったところ、被告において、適正額を大幅に上回る額の貸付料を

定め、原告にその支払を余儀なくさせたものであり、被告のかかる行為は、不

法行為を構成するとともに、同土地の貸付契約自体は、未だ成立しておらず、

又は貸付料につき適正額の限度で有効に成立したにすぎず、上記既払金のうち

適正額を超えて支払った部分は、被告の不当利得に当たるなどと主張し、被告

に対し、不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき、上

記過払相当額等の支払を求める事案である。 

１ 前提事実 

本件の前提として、当事者間に争いのない事実及び後掲各証拠により認めら

れる事実は、次のとおりである。 

（１）原告は、父親である亡Ａ（以下「亡Ａ」という。）の所有する別紙物件目

録１ないし７記載の土地（以下「本件土地」という。）上に、同目録８記載

の建物（平成元年１１月建築。名称「Ｂ」。以下「本件マンション」という。）

を所有し、その１階部分を店舗として、２ないし７階部分を共同住宅として
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賃貸していた。 

（２）原告は、平成１８年９月２５日、亡Ａの死亡に伴い、他の共同相続人とと

もに、本件土地等の遺産を相続する一方、亡Ａが負担していた相続税支払債

務を相続し、上記相続税を亡Ａの相続物件をもって物納することになったと

ころ、本件土地を物納した場合には、原告において、本件マンション所有の

ため、被告から同土地を借り受ける必要があったことから、平成１８年１１

月ころ、被告（東京国税局）の担当官に対し、その場合の貸付料について照

会した際、同担当官から、貸付料は、おおむね月額４５万円（年額５４０万

円）程度であるとの回答を受けた。これを踏まえ、原告は、他の共同相続人

とともに本件土地を物納することとし、平成１９年１０月２５日、被告に対

し、本件土地について物納後直ちに被告の定める貸付条件で借り受ける旨の

国有財産借受確認書を差し入れ（甲１）、同年１２月２８日、本件土地を物

納した（以下、これを「本件物納」という。）。なお、平成１９年度におけ

る本件土地の固定資産税等の公租公課の実額は、１７２万２９３３円である

（甲３）。 

（３）被告は、上記（２）の際、原告に対し、本件物納後に本件マンション所有

の目的で本件土地を貸し付け（以下、これを「本件貸付契約」という。）、

これを内容とする借地権（普通借地権）を設定することを前提として、当該

地域における路線価図の定める借地権割合に基づき、本件土地の借地権の割

合を７０パーセントとし、同借地権の付された土地所有権（以下「底地」と

いう。）の評価で、本件土地を収納したものであった。 

（４）被告は、普通財産の貸付事務について、普通財産貸付事務処理要領（以下

「貸付事務要領」という。）を定めているところ、その定める普通財産貸付

料算定基準によれば、土地の新規貸付料の基礎額は、原則的には、期待利回

りに相続税評価額を乗じる方法により算定するとされているものの、その特

例として、貸付料の年額が１０００万円以上かつ面積がおおむね２０００平

 3 



 

方メートル以上のもの等については、民間精通者の意見等を基礎として、貸

付料基礎額を修正できるとされている（乙１、２）。被告（関東財務局）は、

貸付事務要領に従って、本件土地の貸付料を定めるに当たり、上記特例に当

たるものとして、不動産鑑定業者の意見を得るべく、Ｃ株式会社に、その鑑

定業務を依頼し、これを受け、同社において、平成２０年６月１２日付け不

動産鑑定評価書をもって、平成１９年１２月２８日（本件物納時）における

本件土地の新規貸付料について、積算法（基礎価格に期待利回りを乗じて得

た額に必要諸経費等を加算して試算賃料（積算賃料）を求める手法である。）

等により年額２９７０万７０００円と評価するとの鑑定結果を報告した（以

下、この鑑定を「Ｃ鑑定」という。）（甲１６）。被告（関東財務局）は、

Ｃ鑑定による上記評価を適正なものと判断し、平成２０年６月１７日、原告

に対し、本件土地の貸付料を年額２９７０万７０００円とすることを提示し

た（以下、この提示に係る貸付料を「提示貸付料」ということがある。）。 

（５）原告は、被告（関東財務局）に対し、提示貸付料について、前記国税局担

当者から当初説明のあった金額との乖離が甚だしく納得できないなどと不服

を申し立て、被告から、平成２０年１０月、提示貸付料を条件とする契約書

案の交付を受けたものの（甲２）、その取り交わしに応じず、原告において

も、不動産鑑定業者から本件土地の貸付料について意見を聴取すべく、財団

法人Ｄに、その鑑定業務を依頼し、これを受け、Ｄにおいて、平成２１年３

月１０日付け不動産鑑定評価書をもって、平成１９年１２月２８日（本件物

納時）における本件土地の新規貸付料につき、積算法等により年額１５５０

万円と評価するとの鑑定結果を報告した（以下、この鑑定を「Ｄ鑑定」とい

う。）（甲６）。 

（６）原告は、平成２１年３月１２日、被告（関東財務局）に対し、Ｄ鑑定の評

価に従って、提示貸付料を再考するよう求めるとともに（甲７）、同年６月

１１日、東京簡易裁判所に対し、被告を相手方として、適正な貸付料で本件
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貸付契約を締結することを求める調停を申し立てたが、同年７月２４日、同

調停は不成立となった（甲８の１、２）。 

（７）その後、原告は、平成２１年８月２８日から平成２４年９月２８日まで、

被告から送付される納入告知書に従って、被告に対し、別表１－１の「支払

日」欄記載の各日に、提示貸付料額に相当する「使用相当損害金額」欄記載

の各金員を支払った（甲９、乙４）。 

（８）一方、原告は、平成２２年１月２６日、東京簡易裁判所に対し、被告を相

手方として、本件土地の貸付料について再度調停の申立てをしたものの、同

年６月８日、同調停が不成立となったことから、同年８月２日、本件訴訟を

提起し、被告に対し、主位的に、本件貸付契約が貸付料年額１５５０万円の

限度で成立しており、同額を超える部分は無効であり、被告において原告に

同部分の支払を余儀なくさせたことは不法行為又は不当利得に当たるなどと

主張して、不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき、

同部分に相当する金員の支払を求めるとともに、予備的に、提示貸付料を内

容とする契約が成立していたとしても、平成２１年１２月１５日から年額１

４４０万円に減額されたなどと主張して、上記貸付料の減額確認等を求めた。

当裁判所において、①平成１９年１２月２８日（本件物納時）における本件

土地の新規貸付料、②平成２３年１月１日（本件貸付契約が成立していれば

貸付料の改定がされることが予定されていた時点（以下「改訂予定時」とい

う。）における本件土地の継続貸付料について鑑定を実施した結果、上記①

につき、積算法及び賃貸事例比較法により年額１５００万円と評価し、上記

②につき、差額分配法、利回り法、スライド法及び賃貸事例比較法により年

額１４４０万円と評価するとの鑑定結果が報告された（以下、この鑑定を「裁

判所鑑定」という。）。これを踏まえ、原告は、予備的請求に係る貸付料減

額等請求を取り下げるとともに、主位的請求につき、裁判所鑑定に応じた請

求額の拡張を申し立てた。 
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２ 争点及び当事者の主張 

本件の主な争点は、①適正な貸付料の額、②被告の不法行為又は不当利得の

成否である。争点に関する当事者の主張の要旨は、次のとおりである。 

（１）争点①（適正な貸付料の額）について 

（原告の主張） 

裁判所鑑定及びＤ鑑定は、その鑑定手法や判断過程に不合理な点はなく、

いずれも適正かつ妥当なものであり、裁判所鑑定によれば、本件土地につい

て、本件物納時の新規賃料の適正額は、年額１５００万円となり、改訂予定

時の継続賃料の適正額は、年額１４４０万円となる。これに対し、Ｃ鑑定は、

積算法による試算につき、基礎価格や期待利回りの査定等に重大かつ基本的

な誤りを含んでおり、適宜なものではなく、鑑定意見として採用することは

できない。 

（被告の主張） 

本件物納時における新規賃料の評価について、裁判所鑑定は、積算法によ

る試算につき、期待利回りの査定等に理由不備や誤りがある上、賃貸事例比

較法による試算につき用いた取引事例は本件土地に係る事例としては不適格

なものであって、また、Ｃ鑑定も、期待利回りの査定等につき誤りがあり、

いずれも適正なものではなく、鑑定意見として採用することはできない。一

方、Ｃ鑑定は、その鑑定手法や判断過程に不合理な点はなく、適正かつ妥当

なものであり、被告が同鑑定に基づき本件土地の貸付料として年額２９７０

万７０００円を提示したのは相当である。 

（２）争点②（被告の不法行為又は不当利得の成否）について 

（原告の主張） 

ア 不法行為について 

原告は、本件土地を物納した後、本件マンション所有のため、被告から

同土地を借り受ける必要があり、被告が定める貸付料を支払うことを余儀
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なくされるのであるから、被告としては、その貸付料を決定するに当たり、

その額が適正なものか否かを確認すべき注意義務があるというべきである。

しかるに、被告は、前記のとおり、Ｃ鑑定の評価額が適正額を大幅に上回

り、客観的に合理性を欠く金額であることが明白であったにもかかわらず、

上記評価額を本件土地の貸付料として定め、原告にその支払を余儀なくさ

せたものであり、かかる行為は、不法行為を構成するというべきである。 

原告において、前記適正額を超えて支払をした部分は、本来支払の必要

がなかったのであり、被告の前記不法行為により、同部分に相当する損害

を被ったことになり、その損害額は、別表１－１の「発生した過払額又は

損害額」欄記載のとおり、合計７０８６万３１１９円となる。 

イ 不当利得について 

原告は、前記のとおり、被告の提示貸付料が適正額を大幅に上回る法外

なものであったため、被告との間で、契約書の取り交わしもしておらず、

本件貸付契約は未だ成立していないが、被告からその不払を理由に本件土

地の明渡しを求められるおそれがあったため、やむを得ず同貸付料に相当

する金員の支払をしたのである。仮に本件貸付契約自体は成立していると

しても、貸付料につき前記適正額の限度で有効に成立したにすぎず、同額

を超える部分は、錯誤又は公序良俗違反により無効となる。 

したがって、被告において原告から上記既払金のうち適正額を超えて支

払を受けた部分は、法律上の原因を欠くものであり、不当利得に当たると

いうべきであり、その不当利得の額は、別表１－１の「発生した過払額又

は損害額」欄記載のとおり、合計７０８６万３１１９円となる。 

そして、被告の提示貸付料は、本件土地の貸付料として客観的に合理性

を欠く金額であることは明白であるから、被告において、これを受領する

ことにつき民法７０４条所定の悪意の受益者に当たるというべきであり、

その受領時から利息が発生するというべきである。 
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ウ 結語 

よって、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権又は不当

利得返還請求権に基づき、７０８６万３１１９円及びうちこれに対する各

支払日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金又は利息の支払を

求める。 

（被告の主張） 

ア 不法行為について 

被告（関東財務局）の担当官において、国有財産法等や貸付事務要領に

従ってＣ鑑定を実施し、これを根拠に貸付料を提示したことに何ら過失は

ない上、本件貸付契約の性質は、私法上の賃貸借契約であり、その貸付料

の提示と折衝自体は、契約自由の原則の妥当する契約交渉過程の行為にす

ぎず、その際、上記担当官において、違法な手段、方法を用いるなど契約

交渉として社会通念上許容される範囲を逸脱したような事情もない以上、

これが違法となることはないというべきである。以上のとおり、不法行為

が成立する余地はない。 

イ 不当利得について 

原告は、被告が送付した納入告知書に従って、被告に対し、提示貸付料

に相当する金額を納付したことをもって、同額を貸付料とすることを受け

入れ、今後は貸付料の減額請求によりその減額を実現しようとしたと評価

できるから、上記納付の時点で、同額を貸付料とする本件貸付契約が成立

したというべきである。また、原告は、本件訴訟において、当初本件貸付

契約の成立を前提として、その一部無効を理由とする請求や減額を求める

請求をしていたのであるから、同契約の成立につき自白が成立した。した

がって、被告は、本件貸付契約に基づく貸付料として上記納付金を受領し

たにすぎないから、不当利得は成立しない。 

第３ 当裁判所の判断 
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１ 争点①（適正な貸付料の額）について 

（１）証拠（甲６、１６、１９、鑑定の結果）によれば、本件物納時における本

件土地の貸付料について、Ｃ鑑定、Ｄ鑑定及び裁判所鑑定は、いずれも鑑定

の前提として、前記のとおり本件土地につき、絡線価図の定める借地権割合

に基づき、原告が取得する借地権割合を７０％、被告が取得する底地の割合

を３０％と把握して、その底地の評価で物納がされたことから、実際には権

利金の授受はないものの、借地権設定の対価として一定の権利金の授受が行

われた結果、上記権利部分の割合が決定されたものと擬制することを条件と

して鑑定が実施されたものであり、その内容は、それぞれ次のとおりである

と認められる。 

ア Ｃ鑑定（甲１６） 

（ア）鑑定評価の手法 

積算法を採用しつつ、地代残余法で積算法による試算結果を検証する。 

（イ）積算法による試算 

ａ 基礎価格 

本件土地の更地価格を１８億円と査定し、これを基礎価格とする。 

ｂ 期待利回り 

次の各利回りの指標を参考に、金融資産の利回りに比較して投資対 

象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等を

考慮するとともに、本件土地が大規模画地であり、小規模住宅地と異な

るため、土地活用事業として一定のリターンが要求されること、本件土

地に設定される借地権は普通借地権であって、土地の返還が予定される

定期借地権に比べて完全所有権の回復に対する不確実性が高いことな

どの要素を考慮して１.５％と査定する。 

（ａ）金融資産の利回り 

１０年利付国債の利回り おおむね１.５％～２％ 
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（ｂ）定期借地権の実質地代利回り（年額支払地代の更地価格に対する 

利回り） 

一般定期借地権 おおむね１％～１.５％ 

事業用定期借地権 おおむね３.５％～４.０％ 

（ｃ）継続地代の活用利子率（土地の更地価格を元本としたときの継続地

代（支払年額地代）の割合。以下、単に「活用利子率」ということが

ある。） 

平成１８年の東京都２３区の商業地 約１.４％ 

同住宅地 約０.８％ 

（ｄ）Ｊ―ＲＥＩＴ市場における利回り 

４物件につき、借地権の態様及び建物用途により、０.４６％から

５.９２％までばらつきがみられる。 

ｃ 必要諸経費等（公租公課） ２７０万７２００円 

ｄ 積算賃料 年額２９７０万７０００円 

１８億円×l.５％＋２７０万７２００円 

≒２９７０万７０００円 

（ウ）地代残余法による試算賃料 年額２６９２万５０００円 

（エ）鑑定評価 

地代残余法による試算は、純収益の試算の過程で想定要素が介在し、土

地帰属部分への配分も難しく、積算賃料の検証資料にとどめる。上記積算

賃料は、地代残余法による試算賃料との大幅な乖離ないことから、信頼性

があり、これをもって、本件土地の新規貸付料を年額２９７０万７０００

円と評価する。 

イ Ｄ鑑定（甲６、１９） 

（ア）鑑定評価の手法 
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積算法による積算賃料と収益分析法に準ずる方法による収益賃料を求

め、両賃料を調整する。 

（イ）積算法による試算 

ａ 基礎価格 

本件土地の更地価格を１７億８０００万円と査定した上で、同価格に

底地割合３０％を乗じて求めた底地価格５億３４００万円を基礎価格

とする。 

ｂ 期待利回り 

次の各利回りの指標を参考に、このうち（ａ）、（ｂ）の指標は、一

般的な傾向を把握する上で有用であること、（ｃ）の指標は、市場性を

反映した実証的な利回りであり、高い規範性を有すること（ただし、普

通借地権の利回りは、定期借地権の利回りより高くなることに留意する

必要がある。）、（ｄ）の指標は、継続地代を基礎にしているものであ

るのに対し、本件土地については新規地代（貸付料）を求めるものであ

るが、土地価格の７０％の割合による借地権価格に相当する権利金授受

が擬制されるため、継続地代の利回りとは高い相関関係があること（た

だし、当該利回りは、更地価格と地代の関係を示すものであるため、底

地価格に対する利回りに換算する必要がある。）などを勘案し、本件土

地の個別性等を考慮して、期待利回りを２.４％と査定する。 

（ａ）金融市場における利回り 

平成９年１２月末から平成１９年１２月末まで、公定歩合が０．

１％～０．７５％、長期プライムレートが１.６５％～２.３５％、１

０年利付国債の利回りが０．９％～１.９７％の間で推移している。 

（ｂ）東京都が採用している土地の貸付利回り ３％ 

（ｃ）定期借地権の実質地代利回り 

定期借地権付マンション分譲を行う場合の実質地代利回りは、平 

 11 



 

均１.８％であり、保証金方式の場合の保証金の運用益が土地価格の

約０.４％、権利金方式の場合の権利金の運用益及び償却額は土地価

格の約０.７％であるから、これらを加算した利回りは、前者につき

約２.２％、後者につき約２.５％となる。また、これらの純地代利回

りは、土地価格に対する公租公課の割合を０.２％として、実質地代

利回りからこれを控除すると、保証金方式の場合につき約２.０％、

権利金方式につき約２.３％となる。 

（ｄ）継続地代の活用利子率 

平成１８年の東京都世田谷区の商業地 １.０６％ 

同住宅地 ０.５６％ 

ｃ 必要諸経費等 

公租公課査定額 ２７１万１３００円 

ｄ 積算賃料 年額１５５０万円 

５億３４００万円×２.４％＋２７１万１３００円 

≒１５５０万円 

（ウ）収益分析法に準ずる方法による収益賃料 年額２２００万円 

（エ）鑑定評価 

収益分析法に準ずる方法の試算では、純収益に係るリスク等についてま

で織り込めなかった可能性が残り、実際の地代の決定に当たっては、地代

負担力の上限的な収益賃料にこれらのリスクが加味されることになると

ころ、上記積算賃料は、収益賃料の約７割となっており、この差は地代負

担力に対する諸リスクととらえることができる。そこで、市場実勢を忠実

に表現した積算賃料を採用し、地代負担力を示す収益賃料は、参考にとど

め、本件土地の新規貸付料を年額１５５０万円と評価する。 

ウ 裁判所鑑定 

（ア）鑑定評価の手法 
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積算法による積算賃料と賃貸事例比較法による比準賃料を求め、両賃料

を調整の上、評価額を査定する。 

（イ）積算法による試算 

ａ 基礎価格 

本件土地の更地価格を１７億９０００万円と査定した上で、同価格に

底地割合３０％を乗じて求めた底地価格５億３７００万円を基礎価格

とする。 

ｂ 期待利回り 

本件土地が甲州街道沿いの住商混在地域にあることに鑑み、平成１８

年の東京都世田谷区における活用利子率の商業地１.０６％と住宅地０.

５６％の平均値約０.８％を参考に、東京都２３区及び世田谷区の商業

地・住宅地の土地（更地）価格に対する年額支払地代の割合の動向、同

一需給圏内の類似地域等における地代水準等を勘案し、さらに地域の特

性、本件土地の個別性等を考慮して、次のとおり、期待利回りを２.５％

と査定する。 

５億３７００万円（基礎価格）×２.５％＋１７２万２９２３円（必要

諸経費等）≒１５１０万円（積算賃料） 

１５１０万円÷１億７９００万円（更地価格）≒０.８％ 

ｃ 必要諸経費等 

平成１９年度の公租公課実額 １７２万２９３３円 

ｄ 積算賃料 年額１５１０万円 

５億３７００万円×２.５％＋１７２万２９３３円 

≒１５１０万円 

（ウ）賃貸事例比較法による試算 

同一需給圏内の類似地域等（世田谷区及び調布市の幹線道路沿い等に店

舗、事務所、共同住宅等が混在する繁華性のやや低い住商混合地域等）に
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おける宅地の賃貸事例のうちから、別表２－１のとおり、事例の選択を行

い（なお、同事例における「旧法新規３０年」とは、建売業者等が古家と

ともに旧借地法に基づく借地権を買い取り、新たに３０年間の借地契約を

締結する場合や、借地権付建物の買主が、売主と地主の借地契約を名義変

更して、旧借地法に基づく借地権を引き継ぐ場合で、新たに３０年間の借

地契約を締結する場合等が該当する。）、別表２－２のとおり、これらの

実質賃料に必要に応じて事情補正、時点補正を行い、かつ、地域要因の比

較及び個別的要因の比較による修正を行い、これにより求められた賃料を

比較考量して、本件土地の比準賃料単価を月額３６３円／㎡と試算し、同

単価に本件土地の面積を乗じて比準賃料を年額１４９０万円と査定した。 

（エ）鑑定評価 

上記の積算賃料と比準賃料は、いずれも正常賃料の一面を反映したもの

であり、その中庸値をもって、本件土地の新規貸付料を年額１５００万円

と評価する。 

（２）そこで、以下、Ｃ鑑定及びＤ鑑定を踏まえつつ、裁判所鑑定の相当性につ

いて検討する。 

ア（ア）まず、積算法による試算に当たり、本件土地の価格についてみると、

その更地価格の査定額は、Ｃ鑑定が１７億８０００万円、Ｄ鑑定が１

８億円であり、両者の間に２０００万円の開差しかなく、裁判所鑑定

における更地価格の査定額１７億９０００万円は、その平均値と一致

しており、当事者双方もその相当性について争っていないところ、基

礎価格につき、裁判所鑑定及びＤ鑑定は、底地価格（更地価格に底地

割合３０％を乗じた額）をもって基礎価格としているのに対し、Ｃ価

格は、更地価格をもって基礎価格としている点に相違がある。 

（イ）この点、前記のとおり、被告は、本件物納に当たり、原告の借地権

を設定することを前提として、その借地権割合を７０％、底地割合を
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３０％と把握して、その底地の評価で物納を受けたにとどまるもので

あり、いずれの鑑定も、これを踏まえ、借地権設定の対価として一定

の権利金の授受が行われた結果、上記権利配分の割合が決定されたも

のと擬制することを鑑定の前提条件としているのであるから、裁判所

鑑定及びＤ鑑定の意見のとおり、上記割合による借地権価格に相当す

る権利金の授受があったものとして、更地価格から同権利金を控除し

た価格、すなわち更地価格に底地割合を乗じた底地価格をもって基礎

価格とするが相当であると解する。このことは、被告の定める貸付事

務要領（甲２５の１）においても、普通財産を借地契約により新規に

貸付けをする場合には借地権利金を徴するもの（同要領第４節第１の

１）とされ、その権利金の算定は、一時金等算定基準（甲２５の３）

により相続税評価額に借地権割合を乗じる方法により求めるとされて

いるところ、普通財産貸付料算定基準（甲２５の２）により、このよ

うな借地権利金を徴した場合の基礎価格は、相続税評価額から国税庁

基本通達の定める借地権価格（路線価図に記載されている借地権割合

を乗じた額（甲２５の４））を控除した価格とする（同基準第９の２

（３））とされていること、また、民間の取引においても、借地権設

定の権利金の授受がされた場合には、更地価格から当該権利金を控除

した価格を基準として支払地代を求めることが一般的とされているこ

と（甲２０）からも明らかである。 

イ（ア）次に、期待利回りについてみると、前記のとおり、裁判所鑑定及び

Ｄ鑑定は、底地価格を基礎価格としてこれに対する期待利回りを、裁

判所鑑定につき２．５％、Ｄ鑑定につき２．４％と査定しているのに

対し、Ｃ鑑定は、前記のとおり更地価格を基礎価格として、これに対

する期待利回りを１．５％（底地価格に対する利回りに換算すると

５％）と査定している点で相違がある。 
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（イ）この点、被告は、①裁判所鑑定及びＤ鑑定について、その期待利回

りを、更地価格に対する利回りに換算すると、前者は０．７５％、後

者は０．７２％となるが、この利回りは、完全所有権の回復可能性が

ある点で普通借地権より有利な一般定期借地権の実質地代利回り（Ｃ

鑑定が用いた資料によると、一般定期借地権全般につき約１～１．５％、

Ｄ鑑定が用いた資料によると、定期借地権マンション分譲の場合につ

き約２．２％～２．５％）を大幅に下回るものであり、合理性を欠く

ものである、また、②両鑑定は、継続地代の活用利子率に依拠して期

待利回りを算定したものであることが明らかであるところ、この活用

利子率は、その基礎資料（乙１０）によると、旧借地法が適用される

借地権の賃貸事例に係る継続地代、しかもそのほとんどが小規模木造

戸建住宅に係る継続地代の水準を示すものにすぎず、借地借家法下の

普通借地権の法的形態をとり、かつ大規模事業用地としての性格を有

する本件土地について、その新規賃料を算定する際に、上記の水準に

依拠するのは、継続賃料と新規賃料の鑑定の峻別を無視するものであ

り、しかも、裁判所鑑定において、本件土地が住商混合地域にあると

して、商業地の活用利子率１．０６％と住宅地の活用利子率０．５６％

の単純平均値０．８％をもって本件土地の期待利回りを導いた点も合

理性を欠いている、他方で、③定期借地権の新規地代における実質地

代利回りに関する調査報告書（乙１１～１４）によると、一般定期借

地権の実質地代利回りが１．６７％～３．３％であるのに対し、事業

用定期借地権の実質地代利回りは３．５％～５．９５％であるところ、

本件土地は、賃貸マンション事業用地として借地権が設定されるので

あるから、その利回りは、事業用定期借地権の地代利回りを根拠とす

べきであって、Ｃ鑑定が採用した期待利回りは、底地価格に対する利

回りに換算しても５％にとどまり、事業用定期借地権に係る上記地代
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利回りと比較しても高いものではなく、合理性を有するなどと主張す

る。 

（ウ）しかし、前記①の主張についてみると、本件土地につき底地価格を

基礎価格とすべきことは、前記アで説示したとおりであり、そうであ

る以上、裁判所鑑定及びＤ鑑定が採用した期待利回りを更地価格に対

する利回りに換算した上で比較すること自体に誤りがあり、あくまで

底地価格に対する利回りでみると、上記両鑑定が採用した期待利回り

（裁判所鑑定につき２．５％、Ｄ鑑定につき２．４％）は、Ｄ鑑定が

基礎資料として挙げた定期借地権付マンション分譲の純地代利回りよ

り高く査定されており、かつ、事業用定期借地権の実質地代利回りを

除く他の利回りの指標と比較しても（なお、本件土地につき事業用定

期借地権を利用できないことは、後記説示のとおりである。）、合理

性を欠くというべきほど低い利回りであるということはできず、むし

ろ、Ｃ鑑定の採用する期待利回りを底地価格に対するものに換算して

求められる利回り５％は、裁判所鑑定及びＤ鑑定が挙げる前記指標の

みならず、Ｃ鑑定自身が挙げる前記指標と比較しても著しく高いもの

というべきである。 

（エ）次に前記②の主張についてみると、被告は、本件物納により、本件

土地を完全所有権の評価で取得したものではなく、原告の本件マンシ

ョン所有を目的とする普通借地権が設定されることを前提として、７

０％の割合による上記借地権の付着した底地の評価、すなわち３０％

の割合による底地価格で取得したにとどまるのであり、Ｃ鑑定も、鑑

定評価の条件として述べているとおり（甲１６の３枚目）、当該賃貸

借関係は、観念的には、原告において自己借地権を設定した上で底地

部分のみを物納したことにより発生したとみられるものであるから、

かかる場合において、土地の完全所有権を有する所有者が借主のため
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に借地権価格に相当する権利金の授受なく、新規に借地権を設定した

場合と同等の地代が発生するということはできず、むしろ、原告にお

いて上記割合による借地権価格に相当する権利金を支払ってその設定

を受けたと擬制されるということは、上記権利金と同価の既存の借地

権を取得したのと経済的にみて同等のものというべきであるから、そ

の場合に生じる地代は、上記の既存の借地権に係る地代、すなわち継

続地代と同水準のものになるというべきである。Ｄ鑑定において、前

記のとおり、本件土地の新規地代（貸付料）が継続地代の利回りと高

い相関関係があるとされているのは、かかる趣旨をいうものとして首

肯することができる。これらによると、裁判所鑑定及びＤ鑑定が、本

件土地の期待利回りを査定するに当たり、継続地代の活用利子率を重

視したこと（ただし、両鑑定が活用利子率のみに依拠したものでない

ことは、その理由から明らかである。）が不合理なものであるという

ことはできない。この点、上記の活用利子率は、その基礎資料（乙１

０）によると、確かに、旧借地法が適用される借地権の賃貸事例に係

るものであり、その多くが小規模木造戸建住宅に係るものであるとう

かがわれるが、前記説示のとおり本件土地の貸付料は、既存の借地権

に係る地代と同水準のものになることからすると、本件土地のように

借地借家法下で普通借地権が設定される事例はほとんどみられない以

上（顕著な事実）、同法下の定期借地権の事例ではなく、旧借地法下

の既存の借地権に係る事例を用いることが不合理であるということは

できない。また、本件マンションは、賃貸用マンションであるとはい

え、１階部分を除きあくまで居住用建物であり、裁判所鑑定が参考に

した活用利子率０．８％は、同事例中にある堅固建物の共同住宅にお

ける活用利子率０.７８％（乙１０の資料Ｎｏ．５の番号３７５に係る

事例）を上回るものであることも踏まえると、裁判所鑑定が上記活用
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利子率を参考としたことをもって不合理なものということはできない。

他方で、前記のとおり、裁判所鑑定は、本件土地が住商混合地域に存

在することに鑑み、商業地と住宅地の活用利子率を参考に、その平均

値をもって期待利回りを算定しているが、その理由によれば、他の指

標等も勘案した上で、かかる算定方法を採用したものとみられ、現に

これにより算定された期待利回りは、前記のとおり、一般定期借地権

の純地代利回り等の他の指標と比較してみても、相当なものとみられ

るから、同平均値を採用したことのみをもって直ちに不合理であると

まではいえない。 

（オ）他方、前記③の主張についてみると、本件マンションは、１階の店

舗部分を除き、居住用建物である以上、借地借家法２３条の「専ら事

業の用に供する建物」に当たるものではなく、そもそも同条所定の事

業用定期借地権を設定することはできないから、事業用定期借地権の

地代利回りをもって本件土地の期待利回りを算定するのは合理性を欠

くというべきである。むしろ、被告が前記報告書（乙１１～１４）か

ら挙げた事例のうち、マンション・共同住宅を目的とする一般定期借

地権の事例は、本件土地と類似性が高いということができ、これらの

実質地代利回りは、大阪・兵庫における共同住宅につき、平均３.３％、

中部圏におけるマンションにつき、平均３．２４％とされているとこ

ろ、これらは、実質地代利回りであり、純地代の利回りを算定するに

は、同数値から、公租公課等の必要諸経費分を控除する必要があるこ

と、地域別土地価格に対する年額地代の割合（甲２２）に照らすと、

一般的に首都圏は、近畿圏や中部圏よりも利回りが低い傾向があると

みられることなどを考慮すると、裁判所鑑定及びＤ鑑定が採用した期

待利回りは、これらの指標と比較しても、合理性を欠くということは

できない。 
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ウ 以上で検討したところによれば、裁判所鑑定が、前記のとおり、本件土

地の底地価格５億３７００万円を基礎価格とするとともに、その期待利回

りを年２．５％と査定した上で、これを乗じて求めた純賃料に必要諸経費

等として公租公課の実額１７２万２９２３円を加算する方法により、本件

土地の積算賃料を１５１０万円と評価したことは相当であるというべきで

ある。 

エ（ア）次に、裁判所鑑定が採用した賃貸事例比較法による試算の相当性に

ついてみると、被告は、裁判所鑑定が別表２－１のとおり収集した４

例の賃貸事例は、いずれも、本件土地とは面積、利用方法等の条件が

異なる上、旧借地法下の借地権の継続地代に係る事例であり、借地借

家法下の新規地代水準を反映しているものということはできず、本件

土地に係る賃貸事例として適格性を有するものではないのであり、裁

判所鑑定は、適格な事例の収集が困難であるのに、同手法を用いて、

上記のとおり不適格な事例に基づき評価を行った点に誤りがあると主

張する。 

（イ）しかし、被告は、底地の評価で本件土地の物納を受けたにすぎず、

原告において借地権価格に相当する権利金を支払ったと擬制されるこ

とにより、同権利金と同価の既存の借地権を取得した場合と経済的に

みて同等のものとみられることから、その場合に生じる地代（貸付料）

が既存の借地権に係る継続地代と同水準のものとなることは、前記説

示のとおりであり、他方で、本件土地のように借地借家法下で普通借

地権が設定される事例はほとんどみられない以上、賃貸事例比較法に

よる試算においても、旧借地法下の既存の借地権の継続地代に係る事

例を用いることが不合理であるということはできない。 

（ウ）そして、前記賃貸事例は、別表２－１のとおり、いずれも本件土地

と同一需給圏内の類似地域等、すなわち世田谷区及び調布市の幹線道
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路沿い等に店舗、事務所、共同住宅等が混在する繁華性のやや低い住

商混合地域等における宅地の賃貸事例のうちから選択されたものであ

り、別表２－２のとおり、これらの実質賃料に必要に応じて事情補正、

時点補正を行い、かつ地域要因の比較及び個別的要因の比較による修

正を行うなどの処理がされているのであるから、その事例の中に本件

土地とは面積、利用方法等の条件が異なるものが含まれていたとして

も、これをもって、上記の手法による試算が不合理なものであるとい

うことはできない。 

（エ）この点、確かに、Ｃ鑑定及びＤ鑑定は、いずれも適格事例の収集が

困難であるとして賃貸事例比較法を用いていないものの、不動産鑑定

評価においては、当該地域における価格や賃料の水準を把握するのは

重要であって、積算賃料が適切であるか否かを判断するためにも賃貸

事例比較法による検証を行う必要が高いというべきであり、収集しう

る事例が限られたものであっても、前記のとおり一定の条件の下で収

集された事例に基づき、その賃料につき適切な補正や修正が行われる

などして試算が行われている限り、同手法を採用したこと自体が不合

理であるということはできず、実際、本件土地について同手法により

求められた比準賃料は、積算賃料と大きな乖離はみられないのであり、

このことからも、同手法による試算の妥当性が裏付けられているとい

うことができる。 

（オ）以上で検討したところによれば、裁判所鑑定が前記のとおり賃貸事

例比較法により本件土地の比準賃料を年額１４９０万円と評価したこ

とは相当であるというべきである。 

オ なお、裁判所鑑定は、収益分析法による試算を行ってないが、Ｄ鑑定及

びＣ鑑定も、収益分析法に準じる方法又は地代残余法を用いて試算を行い

ながらも、純収益の試算に想定要素が介在し、土地に帰属する純収益を適
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切に求めることが困難であることなどから、その結果は、いずれも参考に

とどめられ、結局積算賃料のみが採用されているのであり、裁判所鑑定が、

かかる手法による試算を行わなかったことが不合理であるということはで

きない。 

（３）以上によれば、裁判所鑑定が本件物納時における新規貸付料につき、積算

賃料及び比準賃料の中庸値をもって、年額１５００万円と評価したことは相

当なものであり、また、これを前提として、改訂時における継続貸付料を年

額１４４０万円と評価したことについても不合理な点はみられず、同鑑定結

果は、いずれも採用することができる。これに対し、新規貸付料に係るＣ鑑

定の評価額が著しく高額なものであることは、原告一族でこれまで他の土地

を自用底地として物納した際に課せられた地代が公租公課の約１．５倍ない

し３倍である（甲５）のに対し、本件土地に係る同評価額が公租公課の約１

７．２倍（≒２９７０万７０００円÷１７２万２９３３円）に上るものであ

ることからも明らかであり、同鑑定結果を採用することはできない。これら

によれば、本件土地の貸付料の適正額は、裁判所鑑定による前記評価額のと

おりであると認められる。 

２ 争点②（被告の不法行為又は不当利得の成否）について 

（１）不法行為の成否 

以上を前提とすると、年額２９７０万７０００円の提示貸付料は、適正額

を大幅に上回るものであったというべきところ、原告は、被告において、こ

れを本件土地の貸付料と定めて、原告にその支払を余儀なくさせたことは、

不法行為を構成すると主張する。 

しかし、本件貸付契約の性質は、あくまで私法上の賃貸借契約であり、原

告において、本件マンション所有のため、被告から本件土地を借り受ける必

要があったとはいえ、被告（関東財務局）の担当官において、原告に対し、

上記貸付料の提示を行い、これを条件とする契約の締結を求めたこと自体は、
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契約交渉過程の行為にすぎず、その際、上記担当官において、偽計や脅迫等

の違法な手段、方法を用いるなど契約交渉として許容される範囲を逸脱した

というべき特段の事情も証拠上見当たらない以上、その提示額が適正額を上

回ることのみから、直ちに当該行為が不法行為法上違法となるということは

できない。 

以上によれば、被告の不法行為責任は、成立しないというべきである。 

（２）不当利得の成否 

前記前提事実によれば、原告は、被告に対し、本件土地を物納後に借り受

けることを条件として、その旨の国有財産借受確認書を差し入れた上で、本

件土地を物納したのであり、被告においても、これを前提として、本件土地

の価格から借地権価格を控除した底地価格で本件土地を収納したものであり、

これをもって、当事者間で、後に定める適正貸付料で原告が被告から本件土

地を借り受けることを内容とする本件貸付契約が成立したというべきである。 

この点、被告は、その後、原告が被告から送付される納入告知書に従って

提示貸付料に相当する額を支払うようになったことをもって、原告において

貸付料を同額とすることを受け入れ、その旨の合意が成立したと主張する。

しかし、前記の経過に照らすと、原告は、被告との貸付料に係る交渉が決裂

したことにより被告から貸付料の不払を理由に本件土地の明渡しを求められ

るおそれがあったため、これを回避するために、上記支払をしていたとみら

れるのであり、これをもって、原告において貸付料を同額とすることを受け

入れたということはできない。 

また、原告は、当初、本件訴訟において、予備的請求として、提示貸付料

を内容とする契約の成立を前提として、その減額を求める請求をしていたと

ころ、被告は、これをもって貸付料を同額とすることにつき自白が成立した

と主張する。しかし、原告は、主位的請求においては、貸付料につきあくま

でＤ鑑定の評価額に相当する額の限度で有効に契約が成立していたことを主
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張していたにとどまるのであり、被告の提示貸付料に相当する額を貸付料と

する旨の合意が成立したことにつき自白が成立したと解する余地はない。 

以上によれば、被告は、原告に対し、本件貸付契約に基づき、適正貸付料

を請求できるにとどまり、その額は、前記のとおり、平成１９年１２月２８

日（本件物納時）から平成２２年１２月３１日までの間は年額１５００万円、

平成２３年１月１日（改訂予定時）以降は年額１４４０万円となり、被告に

おいて、原告から年額２９７０万７０００円の提示貸付料に相当する額につ

き支払を受けた金員のうち、上記の適正貸付料を超えて受領した部分は、こ

れを受領することにつき法律上の原因を欠くものであるから、原告に対し、

不当利得として返還すべき義務を負うというべきである。その不当利得の額

は、別表１－２の「発生した過払額」欄記載のとおりとなり（なお、原告が

平成２１年８月２８日（最初の支払日）に、同日までの延滞金（遅延損害金）

として支払った３３万５３３４円のうち、上記の適正貸付料に対する遅延損

害金に相当する額１６万９３２０円（＝３３万５３３４円×１５００万円／

２９７０万７０００円）は、同日の支払金をもって充当されるべきものであ

り、同日生じた不当利得金は、上記支払金５０１７万２５５８円から同日ま

でに生じた貸付料２５０２万７３９７円及び遅延損害金１６万９３２０円を

控除すると、２４９７万５８４１円となる。）、その合計は、７０６９万３

３５０円となる。 

なお、被告の提示貸付料は、被告が不動産鑑定業者に鑑定業務を依頼し、

その鑑定評価を根拠として定めたものであるから、被告において、同額が本

件土地の貸付料として適正であると信じてこれに相当する金額を受領したこ

とにつき、民法７０４条の「悪意の受益者」に当たるということはできず、

その受領時から同条前段所定の利息は発生しないというべきである。そうす

ると、被告において、原告から上記不当利得返還の催告を受けた時、すなわ

ち、上記不当利得金のうち、当初の請求に対応する平成２１年８月２８日か
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ら平成２２年７月１日までの支払に係る分３７１５万３５５９円については、

訴状送達日の翌日である平成２２年８月１２日から、請求拡張に対応する同

年７月２９日から平成２４年９月２８日までの支払に係る分３３５３万９７

９１円については、訴え変更申立書送達日の翌日である平成２４年１０月２

７日からそれぞれ遅延損害金が発生するにとどまることになる。 

３ 結論 

よって、原告の本件請求は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、７

０６９万３３５０円及びうち３７１５万３５５９円に対する平成２２年８月１

２日から、うち３３５３万９７９１円に対する平成２４年１０月２７日から各

支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある

から、これを認容し、その余は理由がないから棄却することとし、仮執行宣言

については、本判決送達日から１４日間の猶予期間を定めるとともに、仮執行

免脱宣言は、相当でないからこれを付さないこととし、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第４２部 

裁判官     井出弘隆 
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